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はじめに

近年、医学や心理学等の進展、社会におけるノーマライゼーションの理念の浸透等により、障

害の概念や範囲は変化してきています。平成１４年の文部科学省の調査によると、小・中学校の

通常の学級に在籍している児童生徒のうち、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、

高機能自閉症等により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が全体の

６．３％の割合で存在する可能性が示されており、これらの児童生徒に対する適切な指導及び必

要な支援は学校教育における喫緊の課題となっています。

こうしたことから、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等も含

め全ての障害のある幼児児童生徒に対して、その一人一人の教育的ニーズを把握し、当該幼児児

童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育を通じて

必要な支援を行うことがより一層求められています。

これが「特別支援教育」の理念です。

本市では、特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒への理解と指導の充実を図ることから、

昨年度「特別支援教育指導資料 理解と指導のために －学習支援の実際－」を作成・配付しま

した。

本年度は、各学校の特別支援教育コーディネーターの資質と専門性の向上のため、また、誰が

コーディネーターになっても、これを見れば幼児児童生徒や保護者に適切な支援を行うことがで

きるよう、本指導資料「特別支援教育指導資料 理解と指導のために －特別支援教育コーディ

ネーターの実践ハンドブック－」を作成しました。

作成に当たっては、市内公立幼稚園・小・中・高等学校・特別支援学校の先生方に御協力をい

ただき、特別支援教育コーディネーターの役割と取組について実践をもとにまとめました。

各学校におかれましては、本指導資料を参考とされ、関係者相互の連携を図りながら支援内容

を具体化され、園内、校内全体の支援体制のもとに幼児児童生徒一人一人が豊かに充実した園・

学校生活を送ることができるよう、一層努められることを期待するものです。

終わりに、本指導資料の作成に当たり、御協力いただきました作業部会委員の先生方に、心よ

り感謝申し上げます。

平成２０年３月

広島市教育委員会学校教育部

特別支援教育室長 中尾 秀行
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１ 解説

(1) 特別支援教育コーディネーターの役割について

「園・校内委員会」って、何をすればいいの？
○ 全教職員で取り組んでいくという意識の明確化を目指し 、組織化、協働化を図ります。

○ 年間の研修、相談計画を立案、実施し、全教職員と情報を共有します。

○ 個々の幼児児童生徒等の支援内容や方法を協議し、決定し、情報を共有するためのネットワ

ークを構築します。

○ 関係機関との連携を図ります。

○ 個々の課題を明らかにし、適切な支援を行うようにするため、各園・学校で個別の指導計画

のフォーマットを作成し、全教職員に周知できるようにします。

特別支援教育コーディネーターの役割

園・校内委員会
での推進役
園・校内の関係
者、関係機関と
の連絡・調整

・ 園・校内委員会の推進役として、園・
校内の教職員の連絡調整及び個別の指
導計画作成について参画します。

・ 関係機関との連絡調整が必要になっ
たときの窓口となります。

・ ケース会議（園・校内委員会）のた
めの情報収集と準備を行います。

・ 園・校内委員会において、専門家チームに
依頼する必要性について検討をするため、専
門家チームに提出する資料を担任や園・校内
委員会の構成員が作成します。

・ 専門家チームからの情報を収集、整理し、
個別の指導計画や園・校内での支援につなげ
ます。
巡回相談指導

の専門家チー
ムとの連携
専門家チーム？

・専門家チームは、専門的な知識等を有す

る大学教授、医師等で構成されています。

巡回相談指導では、１名の専門家チーム

委員が園・学校訪問し、幼児児童生徒の様

子を観察した後、指導・助言を受けます。

指導・助言を支援につなげましょう。



担任への支援

・ 担任の悩みに耳を傾け、幼児児童生徒
の情報を偏りなく多角的に聞き取り、状
況を整理します。

・ 担任に対して助言し、園・校内におけ
る支援体制についての模索を行います。

保護者に対する

相談窓口

・ 担任等との連携のもと、保護者の気持
ちを受け止めて、願いや課題点を丁寧に
聞き取ります。

・ 保護者とともに課題点や改善点につい
て内容を絞り、共通理解しながらそれぞ
れの立場でできること、一貫性のある対
応策を導き出します。
＜引用・参考文献＞
小・中学校における LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のた

めのガイドライン（試案）文部科学省 平成１６年１月

特別支援
教育コーディネーター養成研修マニュアル 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 平成１８年１月



(2) 主な関係機関について

～どんなときに、どんなところ？～

各園・学校では、特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対して、適切な指導が可能

となるよう、校内委員会等で支援内容を検討し、実践を行っています。

しかし、障害の多様化・複雑化により、園・学校だけでは解決することが困難なケースも多

く見られるようになってきています。

そんな時、どんな関係機関と連携すればよいのでしょうか。

関係機関との連携

医学的な診断が必要である場

合について

家庭環境等が児童生徒の不適

応等の主たる要因であると考

えられる場合について

就学についての相談及び各

園・学校における指導の充実

について

教育委員会
広島市こども療育センター 児童相談所

青少年総合相談センター 特別支援教育室

「からだとこころ」の発達に
何らかの心配のある１８歳ま
での子どもさんの発達を支援
する専門の医療機関です。

医師による診察、必要に応じ
て検査や治療・訓練などが継続
して行われます。

医師による診察の結果、お子
さんの心身の発達について支
援が必要な場合には、専門のス
タッフがお子さんの発達を見
守りながら、その時々に応じた
支援を行っています。

また相談員が電話による相

談をお受けしています。

児童福祉司や心理療法士な

どの専門スタッフが解決方法

を一緒に考え、アドバイスなど

をしながら、その子に必要な援

助をします。 具体的には

○ 心理診断、カウンセリング

○ 適切な他機関への紹介

○ 学校や警察など関係機関

との連携

○ 一時保護

○ 乳児院や児童養護施設な

どへの入所

○ 里親での養育

○ メンタルフレンドの派遣

障害のある子

どもについて

の就学・教育

相談を行いま

す。

専門家チーム

等による巡回

相談指導等に

よる幼児児童

生徒の実態把

握及び適切な

指導及び必要

な支援につい

ての指導・助

言 を 行 い ま

す。

２６３―０６８３ ２６３―０６９４ ５ ０ ４ ―

２ １ ９ ７

５ ０ ４ ―

２ ４ ９ ４

困ったぞ。どのような支

援が適切なんだろう…

校内委員会で支援内容、方法の検討・実施
（園長・校長、副園長・教頭、特別支援教育コーディネーター、担任等）

まだうまくいかな

いなぁ。

これはうまく

いったぞ！




